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船舶事故調査報告書 

 

                             令和７年１１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和７年４月２３日 ０５時４０分頃～０８時４２分頃の間） 

発生場所 徳島県牟岐
む ぎ

町牟岐漁港南西方沖 

 牟岐港西防波堤灯台から真方位２４９°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.３′ 東経１３４°２４.０′） 

事故の概要  漁船第二親交
しんこう

丸が操業を行う目的で出航した後、船長が落水して溺

死した。 

事故調査の経過  令和７年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二親交丸、０.５トン 

 ＴＯ３－１８１６９（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.０２ｍ（Lr）×１.６４ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８.４kＷ、平成２年５月３０日 

 第２８０－４４３１５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年３月５日 

  免許証交付日 令和６年２月２２日 

         （令和１１年６月４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １～３、視界 やや不良 

海象：波高 約２～４ｍ、水温 約１９℃ 

 四国沖北部には、４月２３日０５時３５分海上風警報（海上で風力

階級が７の状態に既になっているか、又は２４時間以内にその状態に

なると予想される場合に発表する警報）が発表され、本事故当時も継

続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、前日に仕掛けたいせえび
．．．．

漁の刺し

網を揚収する目的で、令和７年４月２３日０５時４０分頃に牟岐漁港

を出航した。 
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 本船の出航前、本船係留場所の横に係留している僚船の船長は、操

業を終えて漁獲物の選別作業を行っていたところ、出漁する船長を見

掛け、波が高くなってきているので気を付けるよう伝えた。 

 船長の家族は、０５時００分頃に出漁して０７時００分頃に牟岐漁

港に戻り、漁獲物の選別作業を行っていたところ、０８時００分頃に

なっても船長が戻って来ないので心配になり、船長がふだん操業して

いる場所へ様子を見に行こうと再度出航した。 

 船長の家族は、本船を探したが見当たらなかったので、知人にその

旨を電話で伝えたところ、知人が自身の船で本船の捜索に協力してく

れることになった。 

 船長の家族は、知人との電話を終え、本船の捜索を続けていたとこ

ろ、０８時３０分頃、牟岐漁港南西方沖の海上で転覆している本船を

発見した。 

 船長の家族は、所属する漁業協同組合に電話して１１８番通報を依

頼した。 

 船長の家族は、その後、知人に電話し、転覆している本船を発見し

たので海中に潜って船長を探す旨を伝えたところ、知人から近くまで

来ているので到着を待つよう返事があったので、自身の船を錨泊させ

て潜る準備をしながら知人の到着を待った。 

 船長の家族は、知人と合流した後、海中に潜って本船付近を探した

が船長が見当たらなかったので、知人の船に上がった。 

 船長の家族及び知人は、知人の船で周辺海域を捜索していたとこ

ろ、転覆した本船の北北東方沖の海上で０８時４２分頃にうつ
．．

伏せの

状態で浮いている船長を発見し、船長を引き揚げた。 

 船長の家族は、知人の船で牟岐漁港に戻っている際、漁業協同組合

に電話して１１９番通報するよう依頼するとともに、船長の心肺蘇生

措置を行った。 

 船長は、牟岐漁港に到着した後、救急車で病院に搬送されたが、 

１０時１３分医師により死亡が確認され、死因は溺水であった。 

 本船は、その後、圧流されて付近の岩礁に引っ掛かり、翌日、知人

の船によって引き出されて牟岐港にえい航
．．．

され、陸揚げされた。（写

真１参照） 
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写真１ 本船 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、水深が約３ｍの浅い場所に刺し網を仕掛けていた。 

 船長は、ふだん、右舷船尾部に座って船外機を操作しながら右舷側

から手で刺し網を揚収していた。 

 船長が行ういせ
．．

えび
．．

漁の刺し網は、高さ約１.５ｍの網の上側に浮

遊性のある浮子綱が、下側に鉛を通した沈子綱がそれぞれ接続されて

いた。刺し網の一束の長さは約５０ｍで、２束連結して長さ１００ｍ

としたものを１張りとし、両端の索にボンデン（浮き球）が接続され

ていた。（図１参照） 

  

 

 

 

 

 

 

図１ 船長が行ういせ
．．

えび
．．

漁の刺し網（１張り） 

 

 船長はふだんから刺し網を７張り仕掛けていた。 

 船長の家族は、後日、船長が仕掛けたままとなっている刺し網３張

りを回収した。 

 本船は、陸揚げされた際に船首部のタツが折損していた。船長の家

族は、後日、本船の転覆場所付近の海底で本船のタツ、タツに巻かれ

た錨索、錨及び刺し網３張りを発見した。また、刺し網３張りが錨及

び錨索に絡まって一塊の状態となっていた。 

 船長の家族は、船長が仕掛けた残りの刺し網１張りを発見すること

はできなかった。 

 船長の家族は、本船発見時、船体に衝突痕などの損傷を認めなかっ

た。また、周辺の波高が自身の身長よりもはるかに高く、約３ｍはあ

ると感じた。 

海面 

浮子 

沈子 

ボンデン 

約１.５ｍ 

約１００ｍ 
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 船長は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。 

 船長が所有していた携帯電話は、本事故後、発見されなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 船長は、０５時４０分頃に出漁した後、０８時３０分頃に本船が牟

岐漁港南西方沖の海上で無人の状態で転覆しているところを発見され

たことから、この間において落水したものと考えられる。 

 本船は、刺し網３張りが一塊の状態となって発見されたことから、

船長が３張り目を揚収している際又は揚収を終えた後、転覆した可能

性があると考えられる。 

 本船が高い波を受けて転覆した際に船長が落水したか又は船長が体

勢を崩すなどして落水した後に本船が転覆した可能性があると考えら

れるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、客観的情報も得られ

なかったことから、落水に至った状況を明らかにすることはできな 

かった。 

原因  本事故は、本船が、海上風警報が発表されている状況下、牟岐港南

西方沖の海上で操業中、船長が落水したことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型漁船の船長は、気象及び海象の悪化に関する警報や注意報が

発表され、転覆のおそれや船体動揺により落水するおそれがある

場合には出漁しないこと。 

 ・小型漁船の乗船者は、暴露甲板上では救命胴衣を着用すること。 

 ・小型船舶に１人で乗り組む船長は、防水型の携帯電話又は防水 

パックに入れた携帯電話を常に身に着け、落水した際の連絡手段

を確保しておくこと。 



 

付図１ 事故発生場所概略図 
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高知県 

徳島県 

香川県 

牟岐漁港 

船長発見場所 

（令和７年４月２３日 

 ０８時４２分頃発見） 

牟岐港西防波堤灯台 

徳島県 

本船発見場所 

（令和７年４月２３日 

 ０８時３０分頃発見） 

× 

本船出航場所 

牟岐町 

× 


